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1
月
17
日
　
下
松
市
を
含
む
3
市
2

町
合
併
協
議
会
の
す
べ
て
の
協
議

を
終
了
。
そ
の
後
の
合
併
手
続
き

へ
の
移
行
が
、困
難
な
状
況
と
な
る
。

2
月
25
日
　
2
市
2
町
の
長
が
2
市

2
町
の
先
行
合
併
を
表
明
。

4
月
24
日
　
2
市
2
町
合
併
協
議
会

設
立
会
議
を
設
置
。

法
定
協
設
置
の
た
め
の
事
前
の

連
絡
調
整
機
関
と
し
て
2
市
2
町

の
長
、
議
会
の
議
長
、
民
間
学
識

経
験
者
の
計
12
名
で
構
成
。

主
な
申
し
合
わ
せ
事
項

①
2
市
2
町
の
合
併
は
、
3
市
2

町
の
先
行
合
併
で
あ
り
、
将
来

的
に
は
、
下
松
市
は
も
と
よ
り

光
市
や
大
和
町
を
も
視
野
に
い

れ
た
合
併
を
め
ざ
す
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
る
。

②
「
合
併
の
方
式
」「
合
併
の
期

日
」「
新
市
の
名
称
」「
新
市
の

事
務
所
の
位
置
」に
つ
い
て
は
、

3
市
2
町
の
調
整
方
針
を
そ
の

ま
ま
引
き
継
ぐ
。

③
3
市
2
町
合
併
協
議
会
の
協
議

調
整
方
針
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
。

④
合
併
協
定
項
目
に
「
地
域
審
議

会
」
を
新
た
に
加
え
る
。

5
月
開
催
の
臨
時
議
会

2
市
2
町

合併協議会つうしん （2）

合併協議会会長
徳山市長

河　村　和　登

合
併
協
議
会

　
経
過
報
告

第
7
回
合
併
協
議
会
終
了
後
、
2
市
2
町
の
長
に
よ
る
合
併
協
定
調
印
式
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

調
印
式
で
は
、
合
併
協
議
会
事
務
局
か
ら
こ
れ
ま
で
の
合
併
協
議
会
の
経
過
報
告
が
行
わ
れ
た

後
、
河
村
徳
山
市
長
、
吉
村
新
南
陽
市
長
、
大
田
熊
毛
町
長
、
岡
林
鹿
野
町
長
が
合
併
協
定
書
に

調
印
を
行
い
、
引
き
続
き
、
立
会
人
と
し
て
2
市
2
町
合
併
協
議
会
委
員
が
署
名
・
押
印
を
行
い

ま
し
た
。

最
後
に
、
2
市
2
町
の
市
長
、
町
長
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
合
併
協
議
を
振
り
返
っ
て
の
あ
い
さ

つ
が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
2
市
2
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で
、
来
年
4
月
21
日
、
周
南
市
誕
生
に
向
け
て
の
合

併
に
関
す
る
議
案
の
審
議
が
行
わ
れ
ま
す
。

このたび、栄えある2市2町の合併協定書の調印を滞りな

く終えることができましたことは、長年、この日を夢見てお

りました私にとりまして感慨無量であり、喜びに耐えないと

ころであります。皆様方のご協力に対しまして心から感謝申

し上げます。

振り返りますと、この周南地域の合併問題は、既に10数

年前から論議され、21世紀へと引き継がれた歴史的な課題

でありまして、青年会議所や女性団体の皆様をはじめ多くの

先達が崇高なまちづくりへの理想のもと、周南地域の将来の

あるべき姿を目指して頑張ってこられたところでございます。

こうした活動は、各方面に脈々と受け継がれるとともに裾

野を広げ、民間・議会・行政が自治体の枠を越えた一体的な

取り組みを進めた結果、今日を迎えられたわけであります。

周南地域は、既に生活圏、経済圏が一体となっており、最

早、合併の実現は時代の要請でもあります。こうした時期に

私は徳山市長として市政を預かり、また、合併協議会の会長

という大役を仰せつかりましたことは誠に光栄であり、微力

ながら合併に尽力できましたことを最大の喜びとするもので

あります。

子ども達の未来に夢を託せる、山口県で一番元気のある中

核都市を目指してこれからも頑張って参りたいと思っており

ますので、皆様方の更なるご支援、ご協力をよろしくお願い

申し上げます。

終わりに、本日まで支えていただきました、吉村新南陽市

長さん、大田熊毛町長さん、岡林鹿野町長さん、そして、誠

心誠意、合併に取り組んでいただきました合併協議会委員の

皆様に心から厚くお礼を申し上げます。

平
成
14
年



合併協議会つうしん（3）

鹿野町長

岡　林　久　熊
熊毛町長

大　田　良　充
新南陽市長

吉　村　 昌

本日は、2市2町の合併協定調印式が
厳粛に滞りなく運びましたことを、ま
ずもって皆様方とともにお慶び申し上
げたいと存じます。また、これまでの
皆様方のご協力、ご尽力に対しまして、
改めて厚くお礼申し上げる次第です。
特に、河村会長さんにおかれましては、
会長としての重責を務められ、いろい
ろお骨折りをいただきましたことに対
しまして、ここに再度お礼申し上げた
いと思います。
これから鹿野町といたしましては、

合併議案を議会に提案申し上げ、議会
の皆様方のご理解をいただき、議決を
賜るように努力をして参りたいと思っ
ています。
また、合併準備につきましては、首

長同士が協議を重ね、組織機構等細部
につきまして、効率的で、かつ、住民
サービスが低下しないように、4人の
首長が力を合わせて、取り組んで参り
たいと思っております。
今後におきましても、皆様方のご協

力をいただき、皆様方の知恵と心と力
を一つにして、新しい周南市を誕生さ
せ、県勢発展をリードする「元気発信
都市」の創造をめざして、皆様方とと
もにがんばって参りたいと思っており
ます。本日は、どうもありがとうござ
いました。

本日のこの合併協定書の調印という

日を迎え、本当に感慨ひとしおでござ

います。

本町におきましては、いろいろなこ

と等がありますけれども、私はこの合

併協議につきまして、3市2町から2市

2町の先行合併となりましたけれども、

最高の選択肢であり協議内容であると

このように申し上げてまいりました。

私は、この立派な協定内容でもって、

新しいまちづくりをぜひとも進めてい

きたい、このような思いでございます。

これからいろいろなルールにのって

これらを進めていくわけでございます

けれども、来年の4月21日の合併をめ

ざして頑張ってまいります。どうぞ、

あらためて皆様方のご支援ご理解を賜

りますようよろしくお願いを申し上げ

たいと思います。

また、本日まで合併協議にお関わり

になりました皆様方に心から感謝、お

礼を申し上げまして、簡単でございま

すがご挨拶とさせていただきます。

誠にありがとうございました。

一言お礼を申し上げます。各委員

の皆様方のご協力によりまして、本日

合併協定書に調印をすることができま

した。心より感謝を申し上げます。

今、時代は大きく変化をしておりま

して、当初3市2町で立ち上げました法

定合併協議会の時期からここ2、3年の

間に、国の市町村に対する財政的な対

応が大変厳しくなってまいりました。

これに伴い、地方自治体を取り巻く環

境も大変厳しくなり、効率的な財政運

営をするためには適正規模の自治体に

ならざるを得なくなったと考えており

ます。

そうした状況の中で、本日の合併協

定書の調印は、大変喜ばしいことと思

っております。

これからそれぞれの議会で議決をい

ただく手続きが残っておりますが、来

年4月の新市誕生に向けて、皆様方に

はこれまで以上にご支援ご協力を賜り

ますようお願いを申し上げまして、お

礼の言葉といたします。ありがとうご

ざいました。

の
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で
、
賛
成
多

数
に
よ
り
合
併
協
議
会
の
設
置
が

可
決
さ
れ
る
。

6
月
1
日

徳
山
市
・
新
南
陽
市
・

熊
毛
町
・
鹿
野
町
合
併
協
議
会
を

設
置
。

6
月
8
日
　
第
１
回
合
併
協
議
会

「
合
併
の
方
式
」「
合
併
の
期
日
」

「
新
市
の
名
称
」「
新
市
の
事
務
所

の
位
置
」「
条
例
、
規
則
等
の
取
扱

い
」「
電
算
の
管
理
運
営
」を
決
定
。

6
月
17
日
　
第
１
回
幹
事
会

6
月
22
日

第
2
回
合
併
協
議
会

「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
」「
農
業
委
員
会
委
員
の
定

数
及
び
任
期
等
の
取
扱
い
」「
一
般

職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
」「
特

別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
」

「
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
」

「
町
・
字
名
の
取
扱
い
」「
慣
行
の

取
扱
い
」「
地
域
審
議
会
」
を
決
定
。

7
月
5
日
　
第
2
回
幹
事
会

7
月
13
日
　
第
3
回
合
併
協
議
会

7
月
24
日

第
3
回
幹
事
会

7
月
29
日

第
4
回
合
併
協
議
会

8
月
5
日
　
第
4
回
幹
事
会

8
月
10
日
　
第
5
回
合
併
協
議
会

8
月
19
日
　
第
6
回
合
併
協
議
会

8
月
27
日

第
7
回
合
併
協
議
会
　

8
月
27
日
　
合
併
協
定
調
印
式

※
第
3
回
合
併
協
議
会
以
降
の
決
定

項
目
は
、
次
頁
か
ら
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。



周
南
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン

タ
ー
で
開
催
さ
れ
、
合
併
協
定
項

目
の
4
議
案
に
つ
い
て
協
議
調
整

が
行
わ
れ
、
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

■
財
産
及
び
公
の
施
設
の
取
扱
い

2
市
2
町
の
所
有
す
る
財
産
及
び

公
の
施
設
は
、
す
べ
て
新
市
に
引
き

継
ぐ
。

■
組
織
及
び
機
構

新
市
に
お
け
る
組
織
及
び
機
構
の

整
備
方
針
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
新
市
に
お
い
て
は
、
常

に
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
見
直
し
、

効
率
化
に
努
め
、
規
模
等
の
適
正
化

を
図
る
も
の
と
す
る
。

総
括
調
整
方
針

次
の
事
項
を
基
本
と
し
て
新
市
の

組
織
機
構
を
整
備
す
る
。

a

新
市
移
行
後
も
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
低
下
を
き
た
さ
な
い
よ
う

に
十
分
配
慮
し
た
組
織
機
構

行
政
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
地

域
振
興
の
拠
点
と
し
て
所
管
区
域

を
対
象
と
し
た
地
域
振
興
策
を
企

画
立
案
し
、
ま
た
新
市
建
設
計
画

に
予
定
さ
れ
る
地
域
別
整
備
方
針

の
実
現
を
任
務
と
す
る
。

f

2
市
2
町
の
支
所
、
出
先
機

関
は
現
行
の
ま
ま
存
続
す
る
。

g

2
市
2
町
に
設
置
さ
れ
て
い

る
行
政
委
員
会
、
委
員
及
び
附

属
機
関
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
統
合
す
る
。

地
域
性
に
よ
り
独
自
に
設
置
さ

れ
て
い
る
附
属
機
関
等
に
つ
い
て

は
、実
態
を
考
慮
し
て
整
備
す
る
。

ま
た
、
委
員
構
成
等
に
つ
い
て

は
、
2
市
2
町
の
実
状
、
地
域
性

に
配
慮
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

《
委
員
か
ら
の
主
な
意
見
等
》

●

新
市
に
お
い
て
も
鋭
意
行
財
政
改

革
を
推
進
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

●

行
政
、
民
間
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
役
割
分
担
を
考
察
し
、
行
政
の

ス
リ
ム
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

■
使
用
料
・
手
数
料
の
取
扱
い

総
括
調
整
方
針

新
市
の
速
や
か
な
一
体
性
の
確
保

や
住
民
負
担
に
配
慮
し
、
2
市
2
町

間
で
同
一
又
は
類
似
の
施
設
の
使
用

料
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
統
一

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
差
異
の
著
し
い
も
の
や

事
情
に
よ
り
調
整
が
困
難
な
も
の

は
、当
分
の
間
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

ま
た
、
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
可

能
な
限
り
統
一
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
総
括
調
整
方
針
に
基
づ
き
、

個
々
の
使
用
料
･
手
数
料
の
取
扱
い

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
使
用
料
･
手
数
料
の
調
整
結

果
は
、表
１（
次
頁
）の
と
お
り
で
す
。

《
委
員
か
ら
の
主
な
意
見
等
》

●

住
民
活
動
で
の
使
用
と
営
利
目
的

で
の
使
用
で
は
、
料
金
格
差
を
設

け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
そ
の
他
住
民
負
担
・
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
か
か
る
各
種
制
度
の

取
扱
い

総
括
調
整
方
針

住
民
負
担
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
か

か
る
各
種
制
度
に
つ
い
て
は
、
健
全

財
政
に
配
慮
し
つ
つ
、
合
併
効
果
に

よ
る
住
民
生
活
の
質
的
向
上
が
図
ら

れ
る
よ
う
、
次
の
考
え
方
で
調
整
す

る
も
の
と
す
る
。

a

各
種
制
度
に
つ
い
て
は
、
少

子
高
齢
化
・
情
報
化
社
会
等
、

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し
調
整

す
る
。

s

各
種
制
度
に
つ
い
て
は
、
総

体
的
に
住
民
に
と
っ
て
不
利
益

と
な
ら
な
い
よ
う
調
整
に
努
め

る
。

d

各
種
制
度
に
つ
い
て
は
、
新

市
全
体
の
均
衡
を
保
ち
、
一
体

性
の
確
保
が
で
き
る
よ
う
速
や

か
な
統
合
に
努
め
る
。

こ
の
総
括
調
整
方
針
に
基
づ
き
、

14
項
目
に
つ
い
て
協
議
調
整
が
行
わ

れ
ま
す
。

◇
都
市
計
画
・
建
設
事
業

市
町
道
等
の
管
理
等
は
、
市
道
、

認
定
外
道
路
、
生
活
道
路
の
3
区
分

で
管
理
す
る
も
の
と
し
、
新
た
に
制

度
等
を
創
設
す
る
。

市
道
の
認
定
基
準
は
、
2
市
の
認

定
基
準
を
基
本
に
道
路
幅
員
は
4
ｍ

以
上
と
し
、
新
た
に
制
度
等
を
創
設

す
る
。
た
だ
し
、
合
併
前
の
市
町
に

お
い
て
、
既
に
市
町
道
に
認
定
さ
れ

て
い
る
道
路
に
つ
い
て
は
市
道
と
す

る
。都

市
計
画
区
域
及
び
用
途
地
域

は
、
新
市
に
移
行
後
も
現
行
ど
お
り

と
す
る
。
な
お
、
都
市
計
画
区
域
や

市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
の

区
域
区
分
等
の
見
直
し
を
行
う
場
合

は
、
新
市
の
基
本
構
想
や
都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
等
と
の
整
合
性
を

は
じ
め
、
都
市
計
画
審
議
会
の
意
見

も
踏
ま
え
対
応
す
る
。

2
市
は
下
松
市
、
光
市
と
と
も
に

周
南
都
市
計
画
を
、
熊
毛
町
は
単
独

で
熊
毛
都
市
計
画
を
定
め
て
い
ま
す

が
、
鹿
野
町
に
は
都
市
計
画
区
域
の

指
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

s

市
民
が
利
用
し
や
す
く
、
わ

か
り
や
す
い
組
織
機
構

d

市
民
の
声
を
適
正
に
反
映
す

る
こ
と
が
で
き
る
組
織
機
構

f

簡
素
で
効
率
的
な
組
織
機
構

g

新
市
建
設
計
画
を
円
滑
に
遂

行
で
き
る
組
織
機
構

h

指
揮
命
令
系
統
が
わ
か
り
や

す
く
、
責
任
の
所
在
が
明
確
な

組
織
機
構

j

地
方
分
権
に
柔
軟
に
対
応
で

き
る
組
織
機
構

k

新
た
な
行
政
課
題
に
速
や
か

に
対
応
で
き
る
組
織
機
構

個
別
整
備
方
針

a

新
市
の
組
織
は
本
庁
と
支
所

と
し
、
合
併
時
に
お
い
て
は
2

市
2
町
の
現
有
庁
舎
を
有
効
活

用
す
る
。

s

徳
山
市
役
所
を
本
庁
と
し
、

新
南
陽
市
役
所
、
熊
毛
町
役
場
、

鹿
野
町
役
場
に
つ
い
て
は
、
現

行
組
織
か
ら
管
理
機
能
の
一
部

を
除
き
総
合
支
所
と
し
て
設
置

す
る
。

d

本
庁
は
、
市
全
体
に
係
る
政

策
、
施
策
、
総
合
的
な
調
整
事

務
、
管
理
事
務
及
び
総
合
支
所

の
所
管
す
る
区
域
以
外
の
市
域

に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

総
合
支
所
は
、
合
併
前
の
市
町

の
区
域
を
所
管
区
域
と
し
、
本
庁

に
お
い
て
処
理
す
る
事
務
を
除
き

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
総
合

合併協議会つうしん （4）
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下
水
道
受
益
者
負
担
金
制
度
は
、

現
行
の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と

と
す
る
が
、
将
来
的
に
は
賦
課
に
つ

い
て
の
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

新
南
陽
市
と
鹿
野
町
が
制
度
を
設

け
て
い
ま
す
。

◇
消
防
・
防
災
事
業

消
防
団
員
の
定
員
、
任
期
、
定
年

は
、
新
市
移
行
後
、
速
や
か
に
調
整

す
る
。

消
防
団
組
織
は
、
合
併
時
に
一
つ

り
調
整
す
る
。
た
だ
し
、
熊
毛
町
の

収
集
方
法
は
、
当
面
現
行
の
と
お
り

と
す
る
。

ご
み
収
集
は
、
新
市
移
行
後
も
当

分
の
間
現
行
ど
お
り
と
し
、
随
時
調

整
す
る
。

指
定
ご
み
袋
は
、
販
売
価
格
や
販

売
方
法
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行

後
、
速
や
か
に
調
整
す
る
。

◇
教
育
事
業

主
な
教
育
事
業
の
調
整
結
果
は
、

表
2
の
と
お
り
で
す
。

《
委
員
か
ら
の
主
な
意
見
等
》

●

公
民
館
の
使
用
基
準
は
、
で
き
る

限
り
住
民
が
利
用
し
や
す
い
よ
う

な
調
整
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
※
休
館
日
･
使
用
時
間
に
つ
い

て
、
調
整
案
が
修
正
さ
れ
ま
し
た
。）

●

行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
学
校

給
食
の
民
間
委
託
を
行
う
方
向
で

進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

●

学
校
給
食
の
委
託
を
行
う
場
合

も
、
安
全
・
衛
生
を
第
一
に
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◇
保
健
・
福
祉
事
業

保
健
･
福
祉
事
業
は
、
少
子
高
齢

化
社
会
に
配
慮
し
、
可
能
な
限
り
サ

ー
ビ
ス
は
高
い
水
準
に
調
整
さ
れ
て

い
ま
す
。
特
に
子
育
て
を
し
や
す
い

環
境
づ
く
り
に
配
慮
し
調
整
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
福
祉
に
つ

い
て
は
介
護
保
険
に
お
け
る
利
用
者

負
担
を
参
考
に
し
な
が
ら
利
用
料
の

調
整
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

主
な
保
健
･
福
祉
事
業
の
調
整
結

果
は
、表
3（
次
頁
）の
と
お
り
で
す
。

◇
介
護
保
険
制
度

介
護
保
険
給
付
は
、
現
行
の
ま
ま

新
市
に
引
き
継
ぐ
。

介
護
保
険
料
（
第
１
号
被
保
険
者

保
険
料
）
は
、
新
市
に
お
い
て
再
計

算
し
、
国
の
基
準
に
従
っ
て
決
定
す

る
。
な
お
、
支
払
い
回
数
は
10
期
と

し
、
納
期
限
に
つ
い
て
は
他
費
目
納

期
を
参
考
に
新
市
に
移
行
後
、
速
や

か
に
調
整
す
る
。

◇
情
報
公
開
制
度

情
報
公
開
制
度
は
、
新
市
に
お
い

て
新
た
に
制
度
を
創
設
す
る
。
た
だ

し
、
合
併
前
の
各
市
町
の
情
報
公
開

に
つ
い
て
は
、
旧
市
町
の
従
前
の
情

報
公
開
制
度
の
例
に
よ
る
。

市
長
・
町
長
の
資
産
等
の
公
開

は
、
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
、
現
行

の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

◇
表
彰
制
度

新
市
で
は
、
他
市
の
状
況
等
を
参

考
に
、新
た
に
制
度
等
を
創
設
す
る
。

に
統
合
す
る
が
、
分
団
組
織
や
管
轄

区
域
は
新
市
移
行
後
も
当
分
の
間
現

行
の
と
お
り
と
し
、随
時
調
整
す
る
。

◇
環
境
衛
生
、
環
境
保
全
事
業

し
尿
収
集
は
、
徳
山
市
の
例
に
よ

合併協議会つうしん（5）

表1【主な使用料・手数料の調整結果】

○使用者の急激な負担増を考慮し、新市に移行後も当分
　の間現行どおりとし、随時調整する。

○新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。

○授業料(保育料)については、国の交付税基準と同じ額で
　調整する。ただし、入園料については、廃止の方向で
　検討する。
○各施設の状況が違うため、当面は現行の使用料とするが、
　新市に移行後、速やかに調整する。
○新市では、利用目的に応じた全体的な調整が必要であり、
　新市に移行後、速やかに調整する。
○火葬施設の使用料は、無料とする。
○施設の共通使用について、一部事務組合との調整が必
　要であり、新市移行後、速やかに調整する。

市営住宅の使用料

下水道使用料

公立幼稚園の授業
料・入園料

公民館の使用料

体育施設の使用料

斎場・火葬施設の
使用料

○1件200円で調整する。

○新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。

○定時収集の処理手数料は、無料とする。ただし、指定
　袋代は実費とする。

○新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。

証明手数料
閲覧・照合手数料
交付手数料

し尿処理手数料

ごみ処理手数料

粗大ごみ処理手数料

区　　　分 調　　　整　　　結　　　果

表2【主な教育事業の調整結果】

○徳山市の例により調整する。ただし、貸付額について
　は上位のものに合わせる。

○新市に移行後、速やかに調整する。

○給食費については、新市に移行後、速やかに調整する。
○給食調理法式については、現行のまま新市に引き継ぐ。
○業務委託については、現行のまま新市に引き継ぐ。
○新南陽市の例により調整する。ただし、休館日につい
　ては、12月29日から翌年の1月3日までとし、使用時間
　については、午前8時30分から午後10時までとする。

○国、県、市町指定の文化財は、現行のまま新市に引き継ぐ。

奨学金貸付事業

通学区域(小･中学校)

学校給食の状況

公民館の管理、
使用基準

文化財の状況

区　　　分 調　　　整　　　結　　　果

徳
山
市
の
収
集
体
制
は
、委
託
方
式
。

徳
山
市
の
収
集
方
法
は
、
1
ヶ
月
1

回
、
1
ヶ
月
2
回
、
2
ヶ
月
1
回
、

臨
時
の
4
区
分
を
設
定
。
熊
毛
町
は

地
区
に
よ
り
1
ヶ
月
1
回
、
1
ヶ
月

2
回
。



合
併
協
定
項
目
の
3
議
案
に

つ
い
て
協
議
調
整
が
行
わ
れ
、

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
新
市
建
設
計
画
に
つ
い

て
の
協
議
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

■
地
方
税
の
取
扱
い

2
市
2
町
に
関
係
す
る
市
町
税

は
、
個
人
市
町
民
税
、
法
人
市
町
民

税
、固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
市

町
た
ば
こ
税
、
鉱
産
税
、
特
別
土
地

保
有
税
の
普
通
税
と
、都
市
計
画
税
、

入
湯
税
の
目
的
税
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
税
目
に
つ
い
て
、
税
率

や
納
期
に
若
干
の
差
異
が
あ
る
た

め
、協
議
調
整
が
行
わ
れ
、表
4（
次

頁
）
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

《
委
員
か
ら
の
主
な
意
見
等
》

Ｑ.

都
市
計
画
の
見
直
し
に
伴
う
都

市
計
画
税
の
賦
課
に
つ
い
て
、
具

体
的
な
時
期
を
示
し
て
欲
し
い
。

Ａ.

新
市
に
お
い
て
都
市
計
画
審
議

会
の
意
見
等
を
踏
ま
え
都
市
計
画

の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
な
る
の

で
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
未
定

で
あ
る
。

合併協議会つうしん （6）

表３【主な保健・福祉事業の調整結果】

○ 新南陽市の例により、同一世帯から入所している第
　2子以降については無料とする。
　ただし、保育料徴収金額表については、国の徴収基
　準を参考に新市に移行後、速やかに調整する。
○ 新南陽市・鹿野町の例により、対象者の所得制限を
　設けない。
○ 徳山市の例により母子・父子家庭に対する医療費の
　助成を実施し、県制度にあわせ対象者に対しては所
　得制限を設ける。
○ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整
　する。ただし、保育料は月額2,000円とする。
○ 徳山市・新南陽市の例により、助成回数は年間１人
　48枚以内とし、人工透析をしている者には、さらに
　48枚以内で追加する。
○ 新南陽市の例により調整する。
【手当額】
● 2級以上の障害又は知能指数が35以下の児童
　：月額  4,200円
● 3級の障害又は知能指数が50以下の児童
　：月額  2,500円
● 3級以上の障害又は知能指数が50以下の障害者
　：月額  1,000円
○ 徳山市・新南陽市・熊毛町の例により、県制度に合
　わせ対象者には所得制限を設ける。
　徳山市・新南陽市の例により、利用料は１回800円　
とし、送迎は無料とする。ただし、入浴設備の無い　
施設では、利用料100円を減額する。
○ 徳山市の例により、利用料は１日につき400円とし、
　これに給食費として１食につき400円を加算する。
○ 新南陽市の例により、訪問回数は週2回とし、利用料は
　１時間当り150円とする。
○ 熊毛町の制度は、有償ボランティア制度として再編
　成する。
○ 全市域を対象とし、利用料金、配食回数･時期につい
　ては、新市移行後、速やかに調整する。
○ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整
　する。
○ 75歳以上の者に一律支給する。ただし、支給額につ
　いては新市に移行後、速やかに調整する。
○ 現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、2歳児健診は他
　の制度で対応するため廃止する。
○ 定期検査の回数は3回とし、超音波検査については
　35歳以上1回実施する。

区　　分 調　　　整　　　結　　　果

保育料

乳幼児医療

母子・父子医療

児童クラブ

福祉タクシ－

重度心身障害児
(者)福祉手当

重度心身障害者
医療制度

介
護
予
防
・
生
活
支
援
事
業

デイ
サービス

ホ－ム
ヘルプ
サ－ビス

ショ－ト
ステイ

配食サービス

緊急通報装置

敬老祝金

乳幼児健康診査

妊婦健康診査

第4回 
合併協議会 
2002.7.29
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合
併
協
議
会
で
は
、「
教
育
事
業
」

や
「
保
健
･
福
祉
事
業
」
な
ど
、
私

た
ち
の
生
活
に
関
わ
り
の
深
い
内
容

が
協
議
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
協
議
結
果
を
も
と
に
し

た
、
あ
る
家
族
で
の
会
話
で
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

母：

き
ょ
う
ね
、
お
母

さ
ん
、
合
併
協
議
会

の
傍
聴
に
行
っ
て
き

た
の
。

娘：

へ
ぇ
、お
母
さ
ん
、

な
ん
だ
か
難
し
そ
う

な
会
議
み
た
い
だ
け

ど
面
白
い
の
？

母：

面
白
い
と
か
、
そ
う
い
う
問
題

じ
ゃ
な
い
の
よ
。
今
日
は
ね
、
教

育
と
か
福
祉
と
か
…
新
し
い
市
に

な
っ
た
ら
い
ろ
い
ろ
と
制
度
が
変

わ
っ
た
り
す
る
っ
て
聞
い
た
か

ら
、
ど
ん
な
ふ
う
に
か
わ
る
の
か

な
っ
て
思
っ
て
ね
。

息
子：

わ
か
っ
た
！
僕
の
給
食
費
が

高
く
な
ら
な
い
か
心
配
し
た
ん

だ
。

母：

い
や
ね
、
ま
あ
、
そ
れ
も
あ
る

け
ど
…
じ
ゃ
な
く
て
、
ほ
ら
、
従

姉
の
お
姉
さ
ん
、
も
う
す
ぐ
赤
ち



■
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い

2
市
2
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
策

と
し
て
、
各
種
団
体
に
対
し
補
助
金

や
交
付
金
を
交
付
し
て
お
り
、
各
制

度
も
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
や
歴

史
・
伝
統
的
諸
条
件
等
の
相
違
に
よ

り
多
種
多
様
に
わ
た
っ
て
い
る
た

め
、
総
括
調
整
方
針
が
次
の
と
お
り

決
定
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
個
別
の

補
助
金
、
交
付
金
等
に
つ
い
て
調
整

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

総
括
調
整
方
針

補
助
金
、交
付
金
等
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
の
経
緯
、
実
績
等
に
配
慮

し
、
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

補
助
金
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と

す
る
。

a

2
市
2
町
で
同
一
あ
る
い
は

同
種
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

で
き
る
だ
け
早
い
機
会
に
関
係

団
体
等
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、

統
一
の
方
向
で
調
整
す
る
。

s

各
市
町
独
自
の
補
助
金
に
つ

い
て
は
、
従
来
の
実
績
を
尊
重

し
、
市
域
全
体
の
均
衡
を
保
つ

よ
う
に
調
整
す
る
。

d

整
理
統
合
で
き
る
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
統
合
す
る
よ
う
調

整
す
る
。

主
な
補
助
金
･
交
付
金
等
の
調
整

結
果
は
、
表
5
の
と
お
り
で
す
。

◎
資
源
ご
み
回
収
事
業
報
奨
金
に
つ

い
て
、
協
議
の
結
果
、「
熊
毛
町
の

例
に
よ
る
」
と
し
た
調
整
案
を
「
当

分
の
間
現
行
ど
お
り
と
し
、
随
時
調

整
す
る
」
に
修
正
さ
れ
ま
し
た
。

【
現
状
】
徳
山
市
と
熊
毛
町
は
制
度

を
設
け
て
い
る
が
、
新
南
陽
市
は
制

度
を
設
け
て
い
な
い
。
鹿
野
町
も
、

ご
み
の
分
別
収
集
の
実
施
に
伴
い
平

成
12
年
度
か
ら
制
度
を
廃
止
し
て
い
る
。

《
委
員
か
ら
の
主
な
意
見
等
》

●

ご
み
の
分
別
収
集
を
各
市
町
が
実

施
し
て
い
る
現
状
で
は
、
住
民
に

対
し
そ
の
徹
底
を
図
る
こ
と
が
重

要
で
、
こ
う
し
た
事
業
は
廃
止
す

る
方
向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

●

子
ど
も
の
環
境
教
育
で
あ
る
と
と

も
に
地
域
の
ふ
れ
あ
い
活
動
と
し

て
の
役
割
は
大
き
い
。

●

廃
止
す
る
ま
で
に
は
、
周
知
期
間

が
必
要
で
は
な
い
か
。

◎
は
り
･
き
ゅ
う
施
術
費
補
助
に
つ

い
て
、
委
員
か
ら
「
熊
毛
町
の
例
に

よ
り
調
整
で
き
な
い
か
」
と
の
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、「
国
保
制
度

を
補
完
す
る
高
齢
者
福
祉
制
度
と
し

て
位
置
付
て
お
り
、
新
市
で
の
利
用

実
態
を
調
査
す
る
中
で
検
討
し
て
い

く
」
と
し
調
整
案
ど
お
り
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

【
現
状
】
熊
毛
町
は
全
町
民
を
対
象

と
し
た
福
祉
施
策
と
し
て
実
施
し
て

い
る
が
、
新
南
陽
市
と
鹿
野
町
は
高

齢
者
福
祉
と
し
て
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
徳
山
市
は
制
度
を
設
け
て
い

な
い
。
な
お
、
熊
毛
町
に
お
い
て
は
、

あ
ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
も
含
め
て
い
る
。

合併協議会つうしん（7）

表4【税目と調整結果】表5【補助金･交付金等の調整方針の分類】

○ 均等割については、地方税法に規定する標

　準税率(2,500円)を採用するが、新南陽市

　と2町は、合併年度とこれに続く5年度間

　は不均一課税とする。
○ 地方税法に規定する制限税率(14.7%)を採

　用するが、鹿野町の法人は、合併年度とこ

　れに続く5年度間は不均一課税とする。
○ 税率は現行どおり1.4％とする。
○ 納期は、5・7・12・2月とする。
○ 税率は現行どおり0.2％とする。
○ 軽自動車の種類は、徳山市と鹿野町に規定

　がある「専ら雪上を走行するもの」を含め

　たものとする。
○ 納期については、5月とする。
○ 現行のまま新市に引き継ぐ。
○ 徳山市と2町の例により調整する。
○ 免税点が5,000㎡未満となる。
○ 熊毛町の例により調整する。

個人市民税

法人市民税

固定資産税

都市計画税

軽自動車税

市たばこ税

鉱産税

特別土地保有税

入湯税

税　　目 調　　　整　　　結　　　果

私立幼稚園助成(就園奨励費、運営費)、

遠距離児童･生徒通学費補助、さかなまつ

り開催費補助など14件

ごみ収集場所整備費補助金、ねたきり老

人訪問理髪サービス、はり･きゅう施術費

補助など24件

自治会集会所建設費補助、私立幼稚園助

成(園児保護者)、農業近代化資金など5件

文書配付等報償金、防犯灯設置費補助、

緑化･花いっぱい推進事業、社会教育団体

等補助、スポーツ推進団体補助など17件

合併処理浄化槽設置整備事業補助金、資

源ごみ回収事業報奨金、社会福祉団体補助、

老人クラブ助成、民生児童委員協議会補助、

土地改良事業補助など21件

納期前納付報奨金、納税貯蓄組合事務費

補助金の2件

現行のまま新市
に引き継ぐ

いずれかの市や
町の例により調
整する

新たに制度等を
創設する

新市に移行後速
やかに調整する

新市に移行後も
当分の間現行ど
おりとし、随時
調整する

廃止の方向で検
討する

調整方針の分類 補　　　助　　　金　（例）

ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
り
す
る
で
し
ょ

う
。
仕
事
も
続
け
た
い
か
ら
上
の

子
と
一
緒
に
保
育
園
に
預
か
っ
て

も
ら
う
こ
と
を
考
え
て
て
、
こ
の

機
会
に
保
育
料
の
制
度
が
良
い
新

南
陽
に
引
っ
越
そ
う
か
っ
て
言
っ

て
た
の
ね
。娘：

お
姉
さ
ん
、
新
南

陽
市
な
ら
赤
ち
ゃ
ん

を
保
育
園
に
入
れ
て

も
2
人
が
同
時
に
通
っ
て
い
た
ら

１
人
は
保
育
料
が
無
料
だ
か
ら
助

か
る
っ
て
言
っ
て
た
よ
ね
。

母：

そ
う
そ
う
。
そ
れ
に
、
乳
幼
児

の
医
療
費
も
所
得
に
関
係
な
く
助

成
を
し
て
い
る
し
ね
。
で
も
ね
、

ほ
ら
今
日
も
ら
っ
て
き
た
資
料
を

見
て
。

息
子：

僕
に
は
難
し
い

よ
。

母：

一
つ
ひ
と
つ
は
そ
ん
な
に
難
し

い
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
の
。

ほ
ら
ね
保
育
園
の
保
育
料
は
「
新

南
陽
市
の
例
に
よ
り
」、
っ
て
所

に
○
が
つ
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
合
併
後
は
周
南
市
全
域
で

こ
の
制
度
が
使
わ
れ
る
っ
て
こ
と

な
の
。

娘：

そ
れ
な
ら
引
っ
越
さ
な
く
て
も

住
み
慣
れ
た
場
所
で
安
心
し
て
子

供
た
ち
を
保
育
園
に
通
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
ね
。

息
子：

ふ
ー
ん
、
で
も
僕
た
ち
は
も

う
小
学
生
だ
か
ら
、
あ
ま
り
関
係



■
そ
の
他
住
民
負
担
・
行
政
サ

ー
ビ
ス
に
か
か
る
各
種
制
度

の
取
扱
い

◇
広
報
・
公
聴
事
業

広
報
活
動
は
、
広
報
紙
の
発
行
回

数
を
、
月
2
回
と
す
る
。

広
報
モ
ニ
タ
ー
制
度
や
電
波
メ
デ

ｲ
ア
の
活
用
等
の
広
報
活
動
に
つ
い

て
は
、新
た
に
制
度
等
を
創
設
す
る
。

公
聴
活
動
は
、
市
政
モ
ニ
タ
ー
制

度
や
市
政
懇
談
会
等
、
新
た
に
制
度

等
を
創
設
す
る
。

◇
交
通
安
全
対
策
事
業

交
通
災
害
共
済
制
度
の
調
整
結
果

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

運
営
方
法
は
、
新
市
で
直
営
方
式

に
よ
り
運
営
す
る
。

加
入
申
込
み
金
は
、
大
人
500
円
、

中
学
生
以
下
100
円(

但
し
、
保
護
者

し
、
国
際
交
流
事
業
の
拡
充
に
向
け

速
や
か
に
調
整
す
る
。

中
学
生
等
海
外
派
遣
事
業
は
、
よ

り
多
く
の
生
徒
を
派
遣
す
る
方
向

で
、
新
た
に
制
度
等
を
創
設
し
、
補

助
率
に
つ
い
て
は
、2
／
3
と
す
る
。

■
新
市
建
設
計
画

本
計
画
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

a

合
併
の
必
要
性

●

地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
ま
ち

づ
く
り

●

行
財
政
基
盤
の
強
化
と
住
民
福
祉

の
維
持
向
上

●

生
活
圏
の
一
体
化
に
伴
う
行
政
の

展
開

s

新
市
の
概
況
と
主
要
指
標

2
0
1
1
年
の
人
口
を
17
万
人
と

設
定

d

新
市
建
設
計
画
の
概
要

計
画
期
間
は
、
平
成
15
年
度
か
ら

平
成
24
年
度
ま
で
の
10
年
間

f

新
市
建
設
の
基
本
方
針

基
本
目
標

2
市
2
町
の
合
併
は
、
下
松
市
を

含
む
3
市
2
町
の
「
先
行
合
併
」
で

あ
り
、
将
来
的
に
は
光
市
、
大
和
町

を
含
む
周
南
地
域
全
域
を
も
見
据
え

た
合
併
を
目
指
す
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
周
南
地
域
の
目
標
で
あ

る
中
核
都
市
づ
く
り
へ
の
第
一
歩
を

踏
み
出
す
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の

で
す
。

こ
の
た
め
、『
県
勢
発
展
を
リ
ー

ド
す
る
「
元
気
発
信
都
市
」
の
創
造
』

を
基
本
目
標
に
掲
げ
全
国
有
数
の
工

〝
 

〝
 

と
共
に
加
入
す
る
場
合
は
免
除)

と

す
る
。
た
だ
し
、
70
歳
以
上
・
そ
の

他(

生
活
保
護
世
帯
･
母
子
世
帯
･
交

通
遺
児
･
知
的
障
害
者
･
6
級
以
上
の

身
体
障
害
者)

は
100
円
と
す
る
。

加
入
資
格
は
、
新
市
区
域
内
の
居

住
者
に
限
る
。

傷
害
見
舞
金
の
う
ち
、
死
亡
見
舞

金
は
現
行
ど
お
り
100
万
円
と
す
る
。

傷
害
見
舞
金
は
、
傷
害
の
程
度
に
応

じ
1
万
〜
30
万
円
を
支
給
す
る
。

◇
国
際
交
流
等
事
業

姉
妹
都
市
縁
組
は
、
現
行
の
ま
ま

新
市
に
引
き
継
ぐ
が
、合
併
調
印
後
、

相
手
の
姉
妹
都
市
縁
組
の
意
思
を
確

認
し
た
後
、
改
め
て
調
印
す
る
方
向

で
協
議
を
す
す
め
る
。

国
際
交
流
事
業
は
、新
市
移
行
後
、

同
様
な
制
度
は
で
き
る
だ
け
一
本
化

合併協議会つうしん （8）

協

　

　

議

な
い
話
み
た
い
だ
な
あ
。

母：

そ
ん
な
こ
と
な
い
わ
よ
。
合
併

っ
て
い
う
の
は
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
高

齢
者
ま
で
み
ん
な
に
関
係
す
る
こ

と
な
ん
だ
か
ら
。
自
分
の
住
む
ま

ち
に
興
味
を
も
た
な
い
と
い
う
の

は
お
か
し
い
で
し
ょ
う
？

息
子：

で
も
、
大
人
の
人
の
話
っ
て

感
じ
が
す
る
ん
だ
よ
ね
。
例
え
ば

僕
た
ち
に
も
嬉
し
い
こ
と
と
か
な

い
の
？

母：

一
つ
の
市
に
な
っ
た
ら
動
物
園

や
郷
土
美
術
資
料
館
の
入
園
が
無

料
に
な
る
か
ら
こ
れ
ま
で
以
上
に

利
用
し
や
す
く
な
る
わ
よ
。

娘：

合
併
で
い
ろ
い
ろ
変
わ
る
っ
て

こ
と
は
わ
か
っ
た
け
ど
、
元
の
制

度
と
同
じ
に
な
る
市
町
村
で
は
あ

ま
り
変
化
は
感
じ
ら
れ
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
の
か
な
。

父：

そ
ん
な
こ
と
は
な

い
ん
だ
よ
。
ど
こ
の

市
町
村
に
も
良
い
所

と
改
善
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
あ
る

ん
だ
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
す
べ
て
を
良
い

方
に
合
わ
せ
る
と
言
う
の
は
難
し

い
け
れ
ど
、
市
民
の
た
め
に
よ
り

住
み
や
す
い
市
に
す
る
た
め
に
何

度
も
大
き
な
会
議
が
開
か
れ
た

り
、
説
明
会
が
開
か
れ
た
り
し
て

い
る
ん
だ
よ
。

息
子：

そ
う
な
ん
だ
、
お
父
さ
ん
。

僕
も
　
ず
っ
と
こ
の
町
に
住
み
た

17万人のまちづくり 
　　   ☆21のリーディングプロジェクト☆ 

 
  都市基盤・ 機能を高める重点事業 
  　q中心市街地活性化事業 
  　w新たな交流拠点施設整備事業 
  　e徳山下松港港湾整備事業 
  　r行政機構機能アップ促進事業 

 
  安全で快適な暮らしの実現のための事業 
  　t学び・交流プラザ整備事業 
  　y資源循環型社会形成事業 
  　u快適な水道基盤整備事業 
  　i情報通信基盤整備事業 
  　o子育てサポート事業 
 　 !0高齢者いきいき事業 
  　!1文化・芸術活動支援事業 
  　!2国際交流事業 
  　!3ファンタジアファーム整備事業 

 
  地域内交流、連携を促進するための事業 
  　!4幹線道路網整備事業 
  　!5公共交通機関の拡充整備 
  　!6市民参加型イベントの創造事業 
  　!7地域コミュニテｲ形成事業 
  　!8合併記念公園化整備事業（追加） 

 
  地域の特性に応じた振興を図るための事業 
  　!9コアプラザ熊毛整備事業 
  　　コアプラザ鹿野整備事業 
  　　行政サービスシステム構築事業 

拠
点
性
の
向
上 

豊
　
か
　
さ
　
の
　
創
　
造 

一
　
体
　
性
　
の
　
確
　
保 

《地域の均衡ある発展》 

《一体感のあるまちづくり》 

《住民福祉の向上》 

《都市のグレードアップ》 

新
市
建
設
計
画
と
は
、
合
併
後
の

ま
ち
づ
く
り
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と

し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
す
。

こ
の
新
市
建
設
計
画
の
具
体
的
内

容
は
、
新
市
建
設
の
総
合
的
か
つ
効

果
的
な
推
進
、
新
市
の
一
体
性
の
速

や
か
な
確
立
、
住
民
福
祉
の
向
上
、

新
市
の
均
衡
あ
る
発
展
、
な
ど
に
十

分
配
慮
し
、
合
併
協
議
会
に
お
い
て

作
成
さ
れ
る
も
の
で
す
。
な
お
、
新

市
建
設
計
画
に
盛
り
込
む
べ
き
事
項

は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す

る
法
律
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。



業
集
積
地
と
し
て
の
地
域
特
性
を
最

大
限
生
か
し
、
高
次
都
市
機
能
や
中

枢
管
理
機
能
、
さ
ら
に
は
多
様
な
産

業
の
集
積
に
よ
っ
て
雇
用
を
創
出

し
、
都
市
と
し
て
の
自
立
的
な
発

展
・
成
長
を
促
す
一
方
、
住
民
が
質

の
高
い
暮
ら
し
や
豊
か
さ
を
実
感
で

き
る
よ
う
、
地
域
間
の
一
体
性
を
高

め
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。中

核
都
市
像

『
未
来
を
拓
く
活
力
と
豊
か
な
自

然
に
満
ち
た
生
活
文
化
都
市
』

基
本
方
針

①
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針

●

快
適
で
彩
あ
ふ
れ
る
生
活
都
市

●

ゆ
と
り
と
う
る
お
い
に
満
ち
た

文
化
都
市

●

人
と
地
球
に
や
さ
し
い
安
全
都
市

●

未
来
を
拓
く
創
造
都
市

②
市
政
運
営
の
基
本
方
針

●

政
策
形
成
能
力
の
向
上

●

行
財
政
の
効
果
的
・
効
率
的
運
営

●

住
民
参
加
の
促
進

g

新
市
の
建
設
方
向

①
都
市
構
造

●

広
域
活
力
創
造
圏
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
と
地
域
連
携
軸
の
形
成

●

高
次
都
市
機
能
が
集
積
し
た
都

心
の
形
成

●

複
数
の
地
域
核
を
持
つ
多
極
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
型
都
市
の
形
成

●

自
然
と
共
生
し
た
ゆ
と
り
あ
る

〝
 

〝
 

〝
 

〝
 

て
い
ま
す
。

①
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

全
国
有
数
の
産
業
集
積
な
ど
、
周

南
地
域
に
備
わ
っ
た
優
位
性
を
最
大

限
活
用
し
、『
拠
点
性
の
向
上
』『
豊

か
さ
の
創
造
』『
一
体
性
の
確
保
』

の
3
つ
の
視
点
か
ら
、
従
来
の
2
市

2
町
の
都
市
規
模
で
は
実
現
が
困
難

で
あ
っ
た
新
規
事
業
や
既
存
の
事
務

事
業
を
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
元
気
で
活
力
に
と
ん

だ
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
事
業
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
8
頁
に
掲
載
）

②
主
要
施
策

既
存
の
広
域
圏
計
画
、
2
市
2
町

の
総
合
計
画
、
行
政
制
度
や
公
共
施

設
の
整
備
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、

新
市
の
更
な
る
発
展
と
市
民
生
活
の

一
層
の
向
上
を
図
る
も
の
と
し
て
、

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
に
基
づ
き

体
系
化
し
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
含
め
て
一
体
的
に
展
開
す
る
。

j

公
共
施
設
の
統
合
整
備

市
民
の
意
向
を
は
じ
め
地
域
特
性

や
地
域
間
バ
ラ
ン
ス
な
ど
を
十
分
に

考
慮
し
、
重
複
す
る
公
共
施
設
の
統

合
整
備
を
検
討
す
る
。
特
に
、
市
民

が
等
し
く
保
健
･
福
祉
･
医
療
サ
ー

ビ
ス
を
享
受
で
き
る
よ
う
、
未
設
置

地
域
の
解
消
を
図
る
こ
と
を
目
標

に
、
施
設
の
適
正
配
置
や
サ
ー
ビ
ス

体
制
の
拡
充
も
併
せ
検
討
す
る
。

k

財
政
計
画

新
市
の
10
年
間
の
財
政
運
営
の
指

針
と
し
て
、
歳
入
･
歳
出
を
各
項
目

ご
と
に
、
現
況
及
び
過
去
の
実
績
や

経
済
情
勢
等
を
勘
案
し
な
が
ら
推
計

す
る
と
と
も
に
、
合
併
協
議
会
で
の

調
整
方
針
に
基
づ
く
住
民
負
担
･
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
格
差
是
正
の
た
め
の

経
費
や
合
併
に
伴
う
主
な
節
減
経
費

等
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

合
併
特
例
債
等
の
国
の
財
政
支
援
措

置
等
を
も
活
用
し
、
堅
実
な
財
政
運

営
を
基
調
と
し
て
い
ま
す
。

財
政
計
画
の
10
年
間
の
総
額
と
各

項
目
の
内
訳
は
上
図
の
と
お
り
で
す
。

地
域
社
会
の
形
成

②
土
地
利
用
と
地
区
別
整
備
の
方
向

都
心
地
区
、
都
市
地
区
、
郊
外
地

区
、
産
業
地
区
、
中
山
間
部
及
び
島

し
ょ
部
地
区
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
区
の
特
性
を
生
か
し
た
有
効
利

用
を
図
り
、
総
合
的
、
計
画
的
な
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
。

h

新
市
建
設
の
根
幹
と
な
る
事
業

新
市
が
め
ざ
す
と
こ
ろ
の
中
核
都

市
像
の
実
現
に
む
け
た
施
策
と
し

て
、
メ
イ
ン
事
業
を
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
位
置
づ
け
る
と
と

も
に
主
要
施
策
を
体
系
的
に
整
理
し

合併協議会つうしん（9）

い
か
ら
、
も
っ
と
よ
く
し
て
ほ
し

い
な
。

父：

お
母
さ
ん
が
合
併
協
議
会
を
傍

聴
に
行
っ
た
の
は
と
て
も
い
い
こ

と
だ
っ
た
ね
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
で

見
る
の
と
は
違
っ
て
、
一
つ
ひ
と

つ
の
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
が
ど
う
や

っ
て
決
ま
っ
て
い
く
の
か
が
見
え

る
と
安
心
す
る
だ
ろ
う
？

母：

そ
う
ね
。
今
ま
で
は
な
ん
と
な

く
だ
っ
た
け
ど
、
考
え
て
み
た
ら

こ
れ
か
ら
新
市
で
育
っ
て
い
く
子

供
た
ち
の
た
め
に
も
知
っ
て
お
か

な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
も
た
く
さ

ん
あ
る
の
よ
ね
。
小
学
校
や
中
学

校
の
通
学
区
に
も
変
化
が
あ
る
っ

て
聞
く
し
。
で
も
、
い
つ
も
合
併

協
議
会
に
参
加
で
き
る
わ
け
で
も

な
い
し
。
知
り
た
い
こ
と
が
あ
っ

て
も
ど
こ
に
聞
け
ば
い
い
の
か
わ

か
ら
な
い
わ
。

父：

合
併
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

が
あ
る
は
ず
だ
よ
。
こ
れ
ま
で
に

話
し
合
わ
れ
た
こ
と
や
こ
れ
か
ら

の
予
定
な
ん
か
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
ん
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
好

き
の
お
母
さ
ん
に
は
も
っ
て
こ
い

じ
ゃ
な
い
？

母：

い
い
わ
ね
。
早
速
そ
ち
ら
も
み

て
み
る
わ
。

息
子：

僕
た
ち
の
こ
と
も
あ
っ
た
ら

ま
た
教
え
て
ね
。

母：

ま
か
せ
て
お
い
て
！

（
お
わ
り
）

歳出
6,562

（単位：億円）

人件費
1,362

扶助費
852

公債費
664物件費

766

補助費等
609

繰出金
808

普通建設
事業費
1,171

その他 330

歳入
6,562

（単位：億円）

地方税
2,816

地方債
673

その他
  516

地方
譲与税等
399

地方
交付税
968

国・県
支出金
996

使用料・
手数料194

【財政計画（10年間）に盛り込まれた主な内容】

【財政計画（普通会計・10年間の総額）】

①行政サービス・住民負担の格差是正のための経費（試算額45億円）

○ 保健・福祉、教育事業等のサービス拡充に伴う歳出増による経費

②合併に伴う節減経費（削減可能額△89億円）

○ 一般職、特別職、議会議員などの削減による人件費節減経費

③国財政支援措置等を活用した事業の経費（試算額441億9千万円）

○ 合併特例債適用事業にかかる経費（414億円）
○ その他国の財政支援措置を適用した事業にかかる経費（27億9千万円）



《
委
員
か
ら
の
主
な
意
見
等
》

●
新
た
な
交
流
拠
点
施
設
は
、
十
分

に
利
用
さ
れ
る
施
設
と
し
て
、
機

能
を
十
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

●
合
併
記
念
公
園
化
整
備
事
業
は
、

け
じ
め
と
し
て
必
要
と
思
う
。

●
魅
力
あ
る
都
市
づ
く
り
を
し
、
雇

用
の
創
出
を
図
る
こ
と
が
大
事
で

あ
る
。

●
都
市
と
し
て
発
展
す
る
に
は
、
第

１
に
拠
点
性
の
向
上
を
図
る
べ
き

で
あ
る
。

●
他
に
類
を
み
な
い
よ
う
な
、
特
色

あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
こ
う
。

■
そ
の
他
住
民
負
担
・
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
か
か
る
各
種
制
度
の
取

扱
い

◇
水
道
事
業

主
な
、水
道
事
業
の
調
整
結
果
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

①
上
水
道
事
業

料
金
、
料
金
体
系
、
水
道
加
入
金

に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
も
当

分
の
間
現
行
ど
お
り
と
し
、
随
時
調

整
す
る
。

②
簡
易
水
道
事
業

2
市
2
町
に
は
平
成
14
年
度
現
在

20
箇
所
に
簡
易
水
道
施
設
が
設
置
さ

れ
て
お
り
、
地
理
的
な
条
件
等
に
よ

り
同
一
事
業
と
す
る
こ
と
が
困
難
な

こ
と
か
ら
、
新
市
に
移
行
後
も
当
分

の
間
現
行
ど
お
り
と
し
、
随
時
調
整

す
る
。

料
金
、
料
金
体
系
、
水
道
加
入
金

に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
も
当

分
の
間
現
行
ど
お
り
と
し
、
随
時
調

整
す
る
。

◇
同
和
対
策
事
業

同
和
福
祉
援
護
資
金
貸
付
事
業

は
、
平
成
13
年
度
で
終
了
し
た
が
、

償
還
業
務
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま

ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

■
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

☆
一
部
事
務
組
合

2
市
2
町
の
そ
れ
ぞ
れ
が
構
成
団

体
と
な
っ
て
い
る
13
の
一
部
事
務
組

合
に
関
す
る
調
整
結
果
は
、
表
7

（
次
頁
）
の
と
お
り
で
す
。

合
併
協
定
項
目
の
議
案
3
件
に

つ
い
て
協
議
調
整
が
行
わ
れ
、
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、「
新
市
建
設
計
画
」
に
つ

い
て
は
、
前
回
に
引
き
続
き
協
議

が
行
わ
れ
た
結
果
、
次
回
議
案
と

し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

■
国
民
健
康
保
険
制
度
の
取
扱
い

合
併
に
よ
る
急
激
な
負
担
増
に
配

慮
し
、
国
保
会
計
に
3
年
を
限
度
と

し
て
5
億
円
の
財
政
支
援
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
こ
と
か
ら
、

新
市
に
お
い
て
検
討
機
関
を
設
置
、

財
政
支
援
措
置
が
経
過
し
た
後
の
国

保
制
度
の
健
全
運
営
を
図
る
た
め
の

取
り
組
み
を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

新
市
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
制

度
の
調
整
結
果
は
、
表
6
の
と
お
り

で
す
。

合併協議会つうしん （10）

第5回 
合併協議会 
2002.8.10

議

　

案

区　　分
賦課形態
賦課方式

賦課割合

保険料の減額

納付回数

納入(納税)組合

任意給付

はり･きゅう
施術費の支給
人間ドック健診費助成

高額療養費貸付

国民健康保険診療所
介護分の保険料

調 　 　 整 　 　 結 　 　 果
○ 保険料とする。
○ 均等割・平等割・所得割の3方式とする。
○ 応益割と応能割の割合を50対50に近づける平準化方式とし、
　料率を統一する。
　ただし、急激な負担増に配慮し、財政支援措置を講ずるこ
　ととしますが、金額は財政計画で定めることとし、期間に
　ついては3年限度を目安とする。
○ 平準化に伴い、所得に応じ7割・5割・2割の減額とする。
○ 現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、納期については、別
　に調整する。
○ 廃止の方向で検討する。
○ 徳山市、新南陽市の例により調整する。
　　　　出産育児一時金：300,000円、葬祭費：70,000円
○ 徳山市、新南陽市の例により、国保事業として調整する。
　(1日1回、1ヶ月12回まで。助成費：760円、併用は920円)
○ 熊毛町の例により、補助率を90％とする。
○ 徳山市の例により、貸付対象者に対する所得制限を設けな
　いこととする。
○ 現行のまま新市に引き継ぐ。
○ 国民健康保険料(医療分)の取扱いに準じ調整する。

表6【国民健康保険制度の調整結果】

《家事用・口径13㎜での現行1ヶ月当り水道料金と加入金》

区　　分
徳山市　　新南陽市　　熊毛町 　 　 鹿野町

上水道・簡水　上水道・簡水　　簡　水　　　簡　水

使用量

水道加入金

10m3

25m3
1,407円

4,168円

42,000円

1,344円

3,612円

52,500円

1,036円

2,595円

6,300円

945円

2,520円

なし

水
道
事
業
の
う
ち
計
画
給
水
人
口

が
1
0
1
〜
5,
0
0
0
人
を
簡
易

水
道
事
業
、
5,
0
0
1
人
以
上
を

上
水
道
事
業
と
い
い
ま
す
。



☆
協
　
議
　
会

合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
関
係

の
協
議
会
か
ら
脱
退
し
、
合
併
の
日

に
新
市
で
当
該
協
議
会
に
加
入
す

る
。（
合
併
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
合

■
新
市
建
設
計
画

多
く
の
委
員
か
ら
意
見
や
要
望
が

出
さ
れ
、
活
発
な
協
議
が
行
わ
れ
た

結
果
、
次
の
よ
う
な
点
を
修
正
事
項

と
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

①
「
合
併
記
念
公
園
化
整
備
事
業
」

を
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
追
加
す
る
こ
と
。

②
「
快
適
な
水
道
基
盤
整
備
事
業
」

の
概
要
の
中
に
、
検
討
機
関
を
設

置
し
、
水
道
局
の
経
営
基
盤
の
強

化
、
組
織
の
合
理
化
に
向
け
た
取

り
組
み
を
行
う
旨
を
追
記
す
る
。

こ
う
し
た
修
正
事
項
を
踏
ま
え
、

次
回
合
併
協
議
会
に
議
案
と
し
て
提

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

合
併
協
定
項
目
の
最
後
の
議
案
と

し
て
「
新
市
建
設
計
画
」
に
つ
い

て
協
議
調
整
が
行
わ
れ
、
原
案
ど

お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
で
、
35
協
議
項
目
の
す
べ

て
の
協
議
調
整
が
終
了
し
ま
し
た
。

■
新
市
建
設
計
画

原
案
ど
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
の
手
続
き
と
し
て
、
本
日
決
定

さ
れ
た
新
市
建
設
計
画
（
案
）
は
、

市
町
村
の
合
併
の
特
例
の
関
す
る
法

律
に
基
づ
き
、
県
知
事
に
提
出
し
正

式
協
議
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
県
知
事
か
ら
の
回
答
を

受
け
て
新
市
建
設
計
画
が
最
終
決
定

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

併
の
前
日
ま
で
に
廃
止
す
る
）

☆
財
　
団
　
等

当
面
、
現
行
ど
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
同
様
な
事
業
を
行
う
財
団
等

は
、
新
市
の
速
や
か
な
一
体
性
の
確

立
を
図
る
た
め
、
統
合
整
備
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

☆
土
地
開
発
公
社

2
市
2
町
の
土
地
開
発
公
社
の
う

ち
、
１
土
地
開
発
公
社
を
新
市
の
土

地
開
発
公
社
と
し
、
他
の
3
土
地
開

発
公
社
は
、
合
併
の
日
の
前
日
ま
で

に
解
散
す
る
。

合併協議会つうしん（11）

表7【一部事務組合の調整結果】

①新市で合併の日に当該組合に加入する。

○ 山口県徳山地方養老救護施設組合

②合併の日の前日をもって関係の一部事務組合から脱退し、新市におい
　て事務を行う。

○ 山口県東部地方税整理組合、山口県市町村職員退職手当組合、山口県
市町村非常勤職員公務災害補償組合、山口県市町村消防団員補償等組合

③合併の日の前日をもって関係の一部事務組合から脱退し、合併の日に
　新市で旧市町の区域を対象地区として、当該組合に加入する。

○ 光地域広域水道企業団、周南地区衛生施設組合、周陽環境整備組合、
　玖西環境衛生組合、光地区消防組合

④合併の日の前日をもって関係の一部事務組合から脱退し、合併の日に
　新市の全区域を対象地区として、当該組合に加入する。

○ 周南地区食肉センター組合、山口県市町村災害基金組合

⑤合併の日の前日をもって一部事務組合から脱退する。

○ 山口県自治会館管理組合

継

続

協

議

一
部
事
務
組
合
と
は
、
2
以
上
の

地
方
公
共
団
体
が
協
議
に
よ
り
、
経

費
を
分
担
し
て
事
務
の
一
部
を
共
同

で
行
う
た
め
に
設
け
る
も
の
で
す
。

主
に
ご
み
・
し
尿
処
理
や
消
防
な

ど
の
市
町
村
の
区
域
を
越
え
た
広
域

的
な
事
務
処
理
に
活
用
さ
れ
て
い
ま

す
。

新
市
建
設
計
画
の
県
知
事
と

の
協
議
結
果
と
す
べ
て
の
合
併

協
定
項
目
の
協
議
結
果
を
ま
と

め
た
合
併
協
定
書
に
つ
い
て
報

告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

■
新
市
建
設
計
画

第
6
回
合
併
協
議
会
で
決
定
し
た

後
、
県
知
事
と
正
式
協
議
を
行
っ
た

結
果
、
異
議
な
い
旨
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
合
併
協
議

会
と
し
て
最
終
決
定
し
た
こ
と
と
な

り
ま
す
。

新
市
建
設
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

は
、
合
併
協
議
会
つ
う
し
ん
（
特
集

号
）
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

■
合
併
協
定
書

合
併
協
議
会
で
協
議
決
定
さ
れ
た

合
併
協
定
項
目
を
ま
と
め
た
合
併
協

定
書
（
案
）
の
報
告
が
あ
り
、
す
べ

て
の
項
目
の
調
整
結
果
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

◇
今
回
の
合
併
協
議
会
つ
う
し
ん

は
、
月
2
回
な
い
し
3
回
合
併
協
議

会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
第
3
回
以
降
の
協
議
内
容
を
ま

と
め
て
の
発
行
と
な
り
ま
し
た
が
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
◇
合
併
協
議
会

の
協
議
資
料
や
会
議
録
は
、
2
市
2

町
の
本
庁
や
支
所
、閲
覧
コ
ー
ナ
ー
、

合
併
協
議
会
事
務
局
で
自
由
に
閲
覧

で
き
ま
す
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。

第6回 
合併協議会 
2002.8.19

議

　

　

案

第7回 
合併協議会 
2002.8.27

報

　

　

告

事
務
局
つ
う
し
ん



合併協議会つうしん （12）

今 後 の 手 続 き 

立会人として署名・押印する
協議会委員

▼

△

調印式を終え、
協議会委員の皆さんで、
記念撮影

▲


